
○
厚
生
労
働
省
令
第
百
一
号

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
、
同
項
第
六
号
及
び
同
条
第
二
項
並
び
に
第
十
九

条
第
二
項
並
び
に
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

法
律
第
八
十
四
号
）
附
則
第
十
条
の
三
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
項
第
四
号
、
第
十
条
の
四
第
二
項
並
び
に
第
十
条
の
八
の
規

定
に
基
づ
き
、
並
び
に
医
療
法
及
び
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
を
実
施
す
る
た
め
、
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄



に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な

い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
一
章
の
四

（
略
）

第
一
章
～
第
一
章
の
四

（
略
）

第
二
章

病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
の
管
理
（
第
八
条
―
第
十
五
条
の
三
）

第
二
章

病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所
の
管
理
（
第
八
条
―
第
十
五
条
の
二
）

第
三
章
～
第
六
章

（
略
）

第
三
章
～
第
六
章

（
略
）

附
則

附
則

第
一
条
の
八
の
二

妊
婦
又
は
産
婦
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
一
条
の
八
の
四
ま
で
及

（
新
設
）

び
第
十
五
条
の
三
に
お
い
て
「
妊
婦
等
」
と
い
う
。
）
の
助
産
を
担
当
す
る
助
産

師
は
、
法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
助
産
所
の
管
理
者
（
出
張

の
み
に
よ
つ
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
助
産
師
に
あ
つ
て
は
当
該
助
産
師
。
次
条

及
び
第
一
条
の
八
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
妊
婦
等
の
助
産
を
行
う
こ
と

を
約
し
た
と
き
に
、
当
該
妊
婦
等
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面

を
交
付
し
て
適
切
な
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
は
、
当
該
書
面
に

記
載
す
べ
き
事
項
を
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
妊
婦
等
に
対
し
交
付
さ
れ
た
母
子
健
康
手
帳
に
記

載
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
八
の
三

法
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

緊
急
時
の
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

二

助
産
所
の
管
理
者
が
妊
婦
等
へ
の
適
切
な
助
産
及
び
保
健
指
導
の
た
め
に
必

要
と
判
断
す
る
事
項

第
一
条
の
八
の
四

助
産
所
の
管
理
者
は
、
法
第
六
条
の
四
の
二
第
二
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
り
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
で
あ
つ
て
第
三
項
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る



と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
妊
婦
等
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的

方
法
を
示
し
、
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

助
産
所
の
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
後
に
、
妊
婦
等
又
は

そ
の
家
族
か
ら
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
方
法
に
よ
る
提
供
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
妊
婦
等
又

は
そ
の
家
族
が
再
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

３

法
第
六
条
の
四
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方

法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
利
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

助
産
所
の
管
理
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
妊
婦
等
又
は
そ
の
家
族

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報

が
送
信
さ
れ
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

ロ

助
産
所
の
管
理
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
妊
婦
等
又
は
そ
の
家
族
の

閲
覧
に
供
し
、
当
該
妊
婦
等
又
は
そ
の
家
族
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
法
第
六
条
の
四
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

法

４

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
妊
婦
等
又
は
そ
の
家
族
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録

を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
十
五
条
の
三

出
張
の
み
に
よ
つ
て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
助
産
師
は
、
妊
婦
等

（
新
設
）

の
助
産
を
行
う
こ
と
を
約
す
る
と
き
は
、
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

診
療
科
名
中
に
産
科
又
は
産
婦
人
科
及
び
小
児
科
を
有
し
、
か
つ
、
新
生
児
へ
の

診
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
病
院
又
は
診
療
所
（
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施



設
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
妊
婦
等
の
異
常
に
対
応
す
る
病
院
又
は
診

療
所
と
し
て
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
社
会
医
療
法
人
の
認
定
要
件
）

（
社
会
医
療
法
人
の
認
定
要
件
）

第
三
十
条
の
三
十
五
の
三

（
略
）

第
三
十
条
の
三
十
五
の
三

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

二

当
該
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

社
会
保
険
診
療
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

イ

社
会
保
険
診
療
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
保
険
診
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
保
険
診
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
に
係
る
収
入
金
額
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

）
に
係
る
収
入
金
額
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

五
十
号
）
に
係
る
患
者
の
診
療
報
酬
（
当
該
診
療
報
酬
が
社
会
保
険
診
療
報

五
十
号
）
に
係
る
患
者
の
診
療
報
酬
（
当
該
診
療
報
酬
が
社
会
保
険
診
療
報

酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
つ
て
い
る
場
合
又
は
当
該
診
療
報
酬
が
少
額
（
全
収

酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
つ
て
い
る
場
合
又
は
当
該
診
療
報
酬
が
少
額
（
全
収

入
金
額
の
お
お
む
ね
百
分
の
十
以
下
の
場
合
を
い
う
。
）
の
場
合
に
限
る
。

入
金
額
の
お
お
む
ね
百
分
の
十
以
下
の
場
合
を
い
う
。
）
の
場
合
に
限
る
。

）
を
含
む
。
）
（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
社

）
を
含
む
。
）
、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
六
条
各

会
保
険
診
療
に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。
）
、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四

号
に
掲
げ
る
健
康
増
進
事
業
実
施
者
が
行
う
同
法
第
四
条
に
規
定
す
る
健
康

年
法
律
第
百
三
号
）
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
健
康
増
進
事
業
実
施
者
が
行
う

増
進
事
業
（
健
康
診
査
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
収
入

同
法
第
四
条
に
規
定
す
る
健
康
増
進
事
業
（
健
康
診
査
に
係
る
も
の
に
限
る

金
額
（
当
該
収
入
金
額
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算

。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
収
入
金
額
（
当
該
収
入
金
額
が
社
会
保
険
診
療
報

さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
助
産
（
社
会
保
険
診
療
及
び
健
康
増
進

酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
（
第
五
十
七

事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
収
入
金
額
（
一
の
分
娩
に
係
る
助
産

条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
健
康
増
進
事
業
に
係
る
収
入
金

に
係
る
収
入
金
額
が
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
十
万
円
を
限
度
と
す

額
」
と
い
う
。
）
及
び
助
産
（
社
会
保
険
診
療
及
び
健
康
増
進
事
業
に
係
る

る
。
）
の
合
計
額
が
、
全
収
入
金
額
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
。

も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
収
入
金
額
（
一
の
分
娩
に
係
る
助
産
に
係
る
収
入

金
額
が
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
十
万
円
を
限
度
と
す
る
。
）
（
第

五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
助
産
に
係
る
収
入
金
額

」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
が
、
全
収
入
金
額
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と

。
ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

医
療
診
療
（
社
会
保
険
診
療
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
係
る
診
療
及

ハ

医
療
診
療
（
社
会
保
険
診
療
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
係
る
診
療
及

び
自
費
患
者
に
係
る
診
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
収
入
す
る
金
額

び
自
費
患
者
に
係
る
診
療
を
い
う
。
）
に
よ
り
収
入
す
る
金
額
が
、
医
師
、

が
、
医
師
、
看
護
師
等
の
給
与
、
医
療
の
提
供
に
要
す
る
費
用
（
投
薬
費
を

看
護
師
等
の
給
与
、
医
療
の
提
供
に
要
す
る
費
用
（
投
薬
費
を
含
む
。
）
等



含
む
。
）
等
患
者
の
た
め
に
直
接
必
要
な
経
費
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗

患
者
の
た
め
に
直
接
必
要
な
経
費
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額

じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
遊
休
財
産
額
は
、
当
該
医
療
法
人
の
業
務
の
た
め

２

前
項
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
遊
休
財
産
額
は
、
当
該
医
療
法
人
の
業
務
の
た
め

に
現
に
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

に
現
に
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

な
い
財
産
の
価
額
の
合
計
額
と
し
て
、
直
近
に
終
了
し
た
会
計
年
度
の
貸
借
対
照

な
い
財
産
の
価
額
の
合
計
額
と
し
て
、
直
近
に
終
了
し
た
会
計
年
度
の
貸
借
対
照

表
に
計
上
す
る
当
該
医
療
法
人
の
保
有
す
る
資
産
の
総
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
資
産

表
に
計
上
す
る
当
該
医
療
法
人
の
保
有
す
る
資
産
の
総
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
資
産

の
う
ち
保
有
す
る
資
産
の
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
も
の
の
帳
簿
価
額
の
合
計
額
を

の
う
ち
保
有
す
る
資
産
の
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
も
の
の
帳
簿
価
額
の
合
計
額
を

控
除
し
た
額
に
、
純
資
産
の
額
（
貸
借
対
照
表
上
の
資
産
の
額
か
ら
負
債
の
額
を

控
除
し
た
額
に
、
純
資
産
の
額
（
貸
借
対
照
表
上
の
資
産
の
額
か
ら
負
債
の
額
を

控
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
資
産
の
総
額
に
対
す
る
割
合
を
乗

控
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。
）
の
資
産
の
総
額
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
副
本
の
添
付
）

（
副
本
の
添
付
）

第
三
十
六
条

令
第
五
条
の
十
五
並
び
に
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
の
二
十
五
第

第
三
十
六
条

令
第
五
条
の
十
五
並
び
に
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
の
二
十
五
第

一
項
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
（
第
三
十
五
条
の
五
に
お
い
て

一
項
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
（
第
三
十
五
条
の
五
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
五
条
の
八
（
前
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
五
条
の
八
（
前
条
に
お
い

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
九
条
の
二
十
三
、
第
三
十
九

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
九
条
の
二
十
三
、
第
三
十

条
の
二
十
四
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
の
二
十
七
に
規
定
す
る
申
請
書
及
び
こ
れ

九
条
の
二
十
四
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
の
二
十
七
に
規
定
す
る
申
請
書
及
び
こ

に
添
付
す
る
書
類
並
び
に
第
三
十
一
条
の
五
か
ら
第
三
十
一
条
の
五
の
三
ま
で
に

れ
に
添
付
す
る
書
類
並
び
に
第
三
十
一
条
の
五
か
ら
第
三
十
一
条
の
五
の
三
ま
で

規
定
す
る
申
請
書
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
副
本
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
規
定
す
る
申
請
書
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
副
本
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
移
行
計
画
の
認
定
）

（
移
行
計
画
の
認
定
）

第
五
十
六
条

良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の

第
五
十
六
条

良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
四
号
。
以
下
「
平
成
十
八
年

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
四
号
。
以
下
「
平
成
十
八
年

改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
移
行
計
画
（
同

改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
移
行
計
画
（
同

項
に
規
定
す
る
移
行
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を

項
に
規
定
す
る
移
行
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
経
過
措
置
医
療
法
人
（
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
二

受
け
よ
う
と
す
る
経
過
措
置
医
療
法
人
（
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
二

に
規
定
す
る
経
過
措
置
医
療
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
附
則
様
式
第
一

に
規
定
す
る
経
過
措
置
医
療
法
人
を
い
う
。
）
は
、
附
則
様
式
第
一
に
よ
る
移
行

に
よ
る
移
行
計
画
認
定
申
請
書
に
移
行
計
画
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提

計
画
認
定
申
請
書
に
移
行
計
画
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。



２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
移
行
計
画
に
添
付
す
る
書
類
）

（
移
行
計
画
に
添
付
す
る
書
類
）

第
五
十
七
条

（
略
）

第
五
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
三
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

３

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
三
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

次
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
旨
を
説
明
す
る
書
類

（
新
設
）

（
運
営
に
関
す
る
要
件
）

第
五
十
七
条
の
二

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
四
項
第
四
号
の
厚
生

（
新
設
）

労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
運
営
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

こ
と
。

イ

そ
の
事
業
を
行
う
に
当
た
り
、
社
員
、
理
事
、
監
事
、
使
用
人
そ
の
他
の

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
関
係
者
に
対
し
特
別
の
利
益
を
与
え
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ロ

そ
の
理
事
及
び
監
事
に
対
す
る
報
酬
等
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者
の
役
員

の
報
酬
等
及
び
従
業
員
の
給
与
、
当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
経
理
の
状
況

そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
不
当
に
高
額
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
な
支

給
の
基
準
を
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

そ
の
事
業
を
行
う
に
当
た
り
、
株
式
会
社
そ
の
他
の
営
利
事
業
を
営
む
者

又
は
特
定
の
個
人
若
し
く
は
団
体
の
利
益
を
図
る
活
動
を
行
う
者
に
対
し
、

寄
附
そ
の
他
の
特
別
の
利
益
を
与
え
る
行
為
を
行
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

。
た
だ
し
、
公
益
法
人
等
に
対
し
、
当
該
公
益
法
人
等
が
行
う
公
益
目
的
の

事
業
の
た
め
に
寄
附
そ
の
他
の
特
別
の
利
益
を
与
え
る
行
為
を
行
う
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
毎
会
計
年
度
の
末
日
に
お
け
る
遊
休
財
産
額

は
、
直
近
に
終
了
し
た
会
計
年
度
の
損
益
計
算
書
に
計
上
す
る
事
業
（
法
第



四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
同
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を

除
く
。
）
に
係
る
費
用
の
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

ホ

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
に
つ
き
法
令
に
違
反
す
る
事
実
、
そ
の
帳
簿
書

類
に
取
引
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
隠
蔽
し
、
又
は
仮
装
し
て
記
録
若
し
く

は
記
載
を
し
て
い
る
事
実
そ
の
他
公
益
に
反
す
る
事
実
が
な
い
こ
と
。

二

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

こ
と
。

イ

社
会
保
険
診
療
に
係
る
収
入
金
額
、
健
康
増
進
事
業
に
係
る
収
入
金
額
、

予
防
接
種
（
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
条
第

六
項
に
規
定
す
る
定
期
の
予
防
接
種
等
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
予

防
接
種
を
い
う
。
）
に
係
る
収
入
金
額
、
助
産
に
係
る
収
入
金
額
及
び
介
護

保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
係
る
収
入
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第

二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
給
付
に
係
る
収
入
金
額
を
除
く
。
）
の

合
計
額
が
、
全
収
入
金
額
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
。

ロ

自
費
患
者
に
対
し
請
求
す
る
金
額
が
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基

準
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
こ
と
。

ハ

医
療
診
療
に
よ
り
収
入
す
る
金
額
が
、
医
師
、
看
護
師
等
の
給
与
、
医
療

の
提
供
に
要
す
る
費
用
（
投
薬
費
を
含
む
。
）
等
患
者
の
た
め
に
直
接
必
要

な
経
費
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
遊
休
財
産
額
は
、
当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
業

務
の
た
め
に
現
に
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
な
い
財
産
の
価
額
の
合
計
額
と
し
て
、
直
近
に
終
了
し
た
会
計
年
度
の

貸
借
対
照
表
に
計
上
す
る
当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
保
有
す
る
資
産
の
総
額
か

ら
次
に
掲
げ
る
資
産
の
う
ち
保
有
す
る
資
産
の
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
も
の
の
帳

簿
価
格
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
に
、
純
資
産
の
額
の
資
産
の
総
額
に
対
す
る
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
が
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健

施
設
の
業
務
の
用
に
供
す
る
財
産

二

法
第
四
十
二
条
各
号
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
財
産

三

前
二
号
の
業
務
を
行
う
た
め
に
保
有
す
る
財
産
（
前
二
号
に
掲
げ
る
財
産
を



除
く
。
）

四

第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
業
務
を
行
う
た
め
の
財
産
の
取
得
又
は
改
良

に
充
て
る
た
め
に
保
有
す
る
資
金

五

将
来
の
特
定
の
事
業
（
定
款
に
定
め
ら
れ
た
事
業
に
限
る
。
）
の
実
施
の
た

め
に
特
別
に
支
出
す
る
費
用
に
係
る
支
出
に
充
て
る
た
め
に
保
有
す
る
資
金

（
移
行
計
画
の
変
更
）

（
移
行
計
画
の
変
更
）

第
五
十
八
条

（
略
）

第
五
十
八
条

（
略
）

２

前
項
の
移
行
計
画
変
更
認
定
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け

２

前
項
の
移
行
計
画
変
更
認
定
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
旨
を
説
明
す
る
書
類

（
新
設
）

六

そ
の
他
参
考
と
な
る
書
類

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
書
類

３

（
略
）

３

（
略
）

（
移
行
計
画
の
認
定
の
取
消
し
）

（
移
行
計
画
の
認
定
の
取
消
し
）

第
五
十
九
条

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
四
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

第
五
十
九
条

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
四
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
き
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

定
め
る
と
き
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

認
定
医
療
法
人
が
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
欠
く
に

（
新
設
）

至
つ
た
と
き
。

二

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
三

一

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
三

ヶ
月
以
内
に
、
当
該
認
定
を
受
け
た
旨
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
法
第
五
十

ヶ
月
以
内
に
、
当
該
認
定
を
受
け
た
旨
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
法
第
五
十

四
条
の
九
第
三
項
の
認
可
を
受
け
な
か
つ
た
と
き
。

条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
な
か
つ
た
と
き
。

三

認
定
医
療
法
人
が
合
併
以
外
の
理
由
に
よ
り
解
散
し
た
と
き
。

二

認
定
医
療
法
人
が
合
併
以
外
の
理
由
に
よ
り
解
散
し
た
と
き
。

四

認
定
医
療
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
。

三

認
定
医
療
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
。

五

認
定
医
療
法
人
が
分
割
を
し
た
と
き
。

（
新
設
）

六

認
定
医
療
法
人
が
不
正
の
手
段
に
よ
り
移
行
計
画
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
が

四

認
定
医
療
法
人
が
不
正
の
手
段
に
よ
り
移
行
計
画
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
が

判
明
し
た
と
き
。

判
明
し
た
と
き
。

七

認
定
医
療
法
人
が
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

五

認
定
医
療
法
人
が
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

違
反
し
た
と
き
。

違
反
し
た
と
き
。



八

認
定
医
療
法
人
が
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
報

六

認
定
医
療
法
人
が
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
報

告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

（
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
報
告
）

（
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
報
告
）

第
六
十
条

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
八
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
認
定

第
六
十
条

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
八
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
認
定

医
療
法
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
係
る
附
則
様
式
第
五
に
よ
る
実
施
状

医
療
法
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
係
る
附
則
様
式
第
五
に
よ
る
実
施
状

況
報
告
書
及
び
附
則
様
式
第
八
に
よ
る
認
定
医
療
法
人
の
運
営
の
状
況
に
関
す
る

況
報
告
書
を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

報
告
書
を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
認
定
医
療
法
人
は
、
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則

２

前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
認
定
医
療
法
人
は
、
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則

第
十
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
旨
又
は
新
医
療
法
人
（
平
成
十
八
年
改
正

第
十
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
旨
又
は
新
医
療
法
人
（
平
成
十
八
年
改
正

法
附
則
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
新
医
療
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五

法
附
則
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
新
医
療
法
人
を
い
う
。
）
へ
移
行
す
る
旨
の
定

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
移
行
す
る
旨
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
四

款
の
変
更
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は

条
の
九
第
三
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
認
可
を
受
け
た
日
か

、
当
該
認
可
を
受
け
た
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
厚
生
労

ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば

働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
医
療
法
人

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
医
療
法
人
は
、
附
則
様
式
第
五
に
よ
る

は
、
附
則
様
式
第
五
に
よ
る
実
施
状
況
報
告
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て

実
施
状
況
報
告
書
（
新
医
療
法
人
へ
移
行
す
る
旨
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
法

、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
四
条
の
九
第
三
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
附
則
様
式
第
五

に
よ
る
実
施
状
況
報
告
書
及
び
附
則
様
式
第
八
に
よ
る
認
定
医
療
法
人
の
運
営
の

状
況
に
関
す
る
報
告
書
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

５

新
医
療
法
人
に
移
行
し
た
認
定
医
療
法
人
は
、
新
医
療
法
人
へ
移
行
す
る
旨
の

（
新
設
）

定
款
の
変
更
に
つ
い
て
法
第
五
十
四
条
の
九
第
三
項
の
認
可
（
以
下
単
に
「
認
可

」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
日
か
ら
六
年
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に
係
る
附

則
様
式
第
八
に
よ
る
認
定
医
療
法
人
の
運
営
の
状
況
に
関
す
る
報
告
書
を
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

認
可
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
間
、
認
可
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す



る
ご
と
の
日
ま
で
の
期
間

各
一
年
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三

月
を
経
過
す
る
日

二

認
可
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
か
ら
六
年
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
期
間

当
該
認
可
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
十
月
を
経
過

す
る
日



附
則
様
式
第
七
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。



附則様式第８（附則第 60条第１項、第２項及び第５項関係） 

 

運営の状況報告書 

 

年  月  日 

 

  厚生労働大臣  殿 

 

 

              法人所在地 

              法  人  名 

              代表者の氏名                 印 

 

 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第 10

条の８の規定により、下記のとおり、運営の状況を報告します。 

 

記 

 

１ 実施状況報告の種別 （  ）医療法施行規則附則第 60条第１項に基づく報告 

（  ）同条第２項に基づく報告 

（新医療法人へ移行する旨の定款変更） 

            （  ）同条第５項に基づく報告 

 

２ 医療法施行規則附則第 60条第５項に基づく報告の場合には、新医療法人へ移行する旨

の定款の変更について医療法第 54条の９第３項の認可を受けた日   年  月  日 

 

３ 法人の運営に関して、前回の報告時（初めての報告の場合には認定時）から変更のあ

った事項 

 ・ 

 ・ 

 

添付書類 

・直近の三会計年度（医療法第 53条に規定する会計年度をいう。）に係る貸借対照表及

び損益計算書 

・医療法施行規則附則第 57条の２第１項各号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類 



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
、
同
条
中
「
及
び
小
児
科
を
有
し
、
か
つ
、
新
生
児
へ
の
診
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
「
を
有

す
る
」
と
す
る
。

３

第
二
号
施
行
日
前
認
定
医
療
法
人
（
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
附
則
第

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
号
施
行
日
前
認
定
医
療
法
人
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
施
行
規
則
第
五
十
七
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の

医
療
法
施
行
規
則
第
五
十
七
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

４

第
二
号
施
行
日
前
認
定
医
療
法
人
で
あ
っ
て
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特

例
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。


